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１　業務の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　児童クラブは、児童福祉法第６条の３第２項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家

庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等

を利用して適切な遊び及び生活の場を提供して、その健全な育成を図ることを目的とする。　 
 
２　業務の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（１）業務名称　宮崎市児童クラブ運営業務委託 

（２）場　　所　宮崎市内の児童クラブ（別表参照） 

 (３）内　　容　別紙「宮崎市児童クラブ運営業務委託仕様書」のとおり 

（４）履行期間 

①　業務準備及び引継期間 

契約締結日から令和７年３月３１日まで 

　②　児童クラブ運営業務委託期間 

令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで（更新の可能性あり） 

なお、運営を継続することが適当でないと認めるときは、契約を取り消すことがあります。ま

た、取消しに伴う市の損害については、受託者に損害賠償を請求することがあります。 

（５）履行単位 

本業務の対象クラブは、以下の表のとおり２７か所で、これらを２ブロックに分けてそれぞれ

事業者を選定します。なお、１つの事業者による複数のブロックへの応募は可能とします。 

（６）提案上限額  

　  　〇運営委託費 

　　　※　この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、業務委託仕様書の内容に係る委託費　　　　 

規模を示したものです。  

※　最終的な実施内容、契約金額については、本市と調整した上で決定します。  

※　児童支援員キャリアアップ処遇改善事業、児童支援員等処遇改善事業（月額 9，000 円相当

賃金改善）に係る委託料は、別途、協議の上算定しますので、上記上限額には含んでおりま

せん。各施設の光熱水費は、本市が支払いますので受託者の負担は発生しません。 

 

 

 

 ブロック名 クラブ名 支援単位数 定員合計

 第１ブロック

（北部）

住吉・瓜生野・倉岡・池内・檍北・小松台・

生目・西池・小戸・宮崎・港・潮見

３６ １，１８６人

 第２ブロック

（南部）

宮崎西・江南・生目台東・生目台西・恒久・

赤江・宮崎南・古城・本郷・おおくぼ・国

富・木花・学園台・青島・内海

２７ ９６６人

 ブロック名 提案上限額（３年間）

 第１ブロック（北部） 　　　８０９，３０５，０００円

 第２ブロック（南部） 　　　６４４，２５６，０００円

 計 　１，４５３，５６１，０００円
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　＜参考＞ 
〇開設準備業務委託費 

　　　　　児童クラブ運営業務委託の事業者は、支援員等の採用、研修、児童クラブの開設準備

及び保護者説明会の開催等を行うための委託契約をします。 
　　　【参考額】 

 
３　参加資格に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（１）参加資格 
　　企画提案に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たす法人又はその他団体（以下「法人等」

という。）であって、当該事業を安全かつ適切に実施することができる者とする。 
①　宮崎市内に事務所を有する又は令和７年３月末日までに事務所を設置できること。  
②　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でない

こと。 
③　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がないもの。 
④　法人等又は法人等の代表者が、宮崎市税及び国税を滞納していないこと。 
⑤　宮崎市物品売買等の契約に係る指名停止等の措置に関する要綱（平成８年２月７日告示第

１９号）又は宮崎市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要綱（平成６年１１月２８

日告示第１９８号）に基づく指名停止措置期間中にある者でないこと。 
⑥　法人等の代表者等（取締役、執行役、理事、代表者その他これらに類する者であり、法人

の経営を行う役職にある者（非常勤を含む。）又は経営に事実上参加している者をいう。以

下同じ。）に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は現に禁錮以上の刑に処せられて

いる者がいないこと。 
⑦　法人等の代表者等が、次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 

ア　暴力団関係者（宮崎市暴力団排除条例（平成２３年条例第４７号）第２条第３号に規

定する者。以下同じ。）である。 
イ　暴力団関係者を使用している。 
ウ　暴力団関係者と契約を締結している。 
エ　暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えている。 
オ　暴力団関係者と交際等を有している。 
※　宮崎市と宮崎県警察本部との間で締結した「暴力団排除措置を講ずるための連携に

関する協定書」に基づき、提出された役員名簿をもとに照会し、該当するか否かを確

認します。 
 
 
 

 第１ブロック 第２ブロック

 人件費（給与、法定福利） １，９５３，３５０円 ２，０９２，８７５円

 運営費（消耗品費など） １１９，０００円 １２７，５００円

 諸経費 １７５，０６５円 １８５，４２６円

 合　計（千円未満切捨て） ２，２４７，０００円 ２，４０５，０００円
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４　申請等のスケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（１）選定スケジュール 

（２）公募関係資料の配布 
①　配布期間 

令和６年１０月３日（木）～令和６年１０月２３日（水）（土、日、祝日を除く。） 
（窓口交付は、開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

②　配布場所 
宮崎市教育委員会  生涯学習課　放課後子ども教育係（清武総合支所３階） 

（宮崎市のホームページからダウンロード（http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/）できます。） 
５　参加資格審査（第一次審査）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（１）参加資格審査確認書類（第一次審査） 
　　　本事業に応募される法人等は、次の書類を正・副１部ずつ提出し、参加資格について審査

を受けてください（副は複写可。）。 

 公募関係資料の配布 令和６年１０月３日から

 質問の受付（参加資格審査に関すること） 令和６年１０月３日～１０月１５日

 質問の回答（参加資格審査に関すること） 令和６年１０月１８日までに随時回答

 参加資格審査確認書類の締切日 令和６年１０月２３日

 質問の受付（企画提案に関すること） 令和６年１０月３１日まで

 質問の回答（企画提案に関すること） 令和６年１１月６日までに随時回答

 企画提案書等の締切日 令和６年１１月１１日

 選定委員会（プレゼンテーション審査） 令和６年１１月中旬

 選定結果通知 令和６年１２月上旬

 番号 書　類　名 様式等

 １ 受託者選定申請書 様式第１号

 ２ 当該法人の定款又は寄附行為の写し、規約その他これらに準ずる書類 任意様式

 

３

決算に関する次に示す書類（直近２か年度分：設立１年未満は１か年分） 
■法人のうち特定非営利活動法人以外の法人 

ⅰ）貸借対照表又はこれに準ずる書類 
ⅱ）損益計算書又はこれに準ずる書類 
※「販売費及び一般管理費」も添付すること 

　ⅲ）事業報告書又はこれに準ずる書類 
ⅳ）法人税確定申告書（２か年分） 
ⅴ）勘定科目内訳書（２か年分） 

■法人のうち特定非営利活動法人 
　ⅰ）財産目録 
　ⅱ）貸借対照表 
　ⅲ）収支計算書 
■その他の団体 
　ⅰ）法人の登記事項証明書の記載事項を明らかにする書類 
　ⅱ）申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び直近２

か年分事業年度の収支決算書

任意様式

http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/
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　　※　証明書類は、証明年月日が申請書提出日から３か月以内のもので、それぞれ発行官公　　　　 
署において定められた様式を使用してください。 
 

（２）提出期限 
　　　令和６年１０月２３日（水）午後５時１５分まで 
　　　※　受付時間は、提出期限までの市の執務時間（日曜日、国民の祝日に関する法律に定め 

る休日及び土曜日以外の日の午前８時３０分から午後５時１５分まで）とします。  
※　郵送の場合は、提出期限までに到着したものに限り受理します。 
 

（３）提出場所（提出先） 
　　　〒８８９－１６９６　宮崎市清武町西新町１番地１ 
　　　宮崎市 教育委員会 生涯学習課 放課後子ども教育係（清武総合支所 ３階） 

担当：田原、川﨑 
　　　電話：０９８５－８５－１８３４（直通）Fax：０９８５－８５－０４５８ 
　　　メールアドレス：45syogai@city.miyazaki.miyazaki.jp 
 
（４）提出方法 
　①　持参の場合　令和６年１０月２３日（水）午後５時１５分までに（３）の提出先へ持参。 
　②　郵送の場合　配達証明付き書留郵便にて、令和６年１０月２３日（水）までに必着。 
　　　※　郵送提出の場合、担当へ必ず提出確認のため電話連絡をしてください。 
 
（５）留意事項 
　　　（２）の提出期限までに（１）の書類を提出しなかった法人等は、企画提案書等の提出は

できません。 

 
４

法人：登記事項証明書 
その他の団体：同証明書の記載事項に準じた事項を明らかにする書類

任意様式

 ５ 法人等の概要 様式第２号

 ６ 役員の氏名・住所等一覧表 様式第３号

 ７ 組織の運営体制に関する書類（組織図など） 任意様式

 ８ 誓約書兼照会承諾書 様式第４号

 
９

納税確認同意書 
（法人においては法人及び代表者のもの、法人以外の団体においては団体の代表者のもの）

様式第５号

 

１０

所轄税務署発行の納税証明書（法人においては法人及び代表者のもの。法人以外の

団体においては団体の代表者のもの。） 
法　人：法人税、消費税及び地方消費税（書式その３の３） 
代表者：申告所得税、消費税及び地方消費税（書式その３の２） 

※　未納の税額のない証明、令和５年６月１日以降のもの
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（６）参加資格審査に関する質問の受付 
①　質問の受付 

②　質問の提出方法 
様式第６号の質問書に記入の上、ＦＡＸ又は電子メールに添付して生涯学習課に提出して

ください。 
※　ＦＡＸ又は電子メールの未到着を防ぐため、事前に送信の連絡・事後に着信の確認を

お願いします。 
※　件名は、「【質問】宮崎市児童クラブ運営業務委託」としてください。  
 

６　企画提案書等提出（本審査）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（１）企画提案書等書類（本審査） 
　　　「５　参加資格審査確認書類」を提出された法人等（以下「提案事業者」という。）で、

本企画提案への参加意思のある者は、以下の書類を提出期限までにご提出ください。 
　　　なお、以下の書類については、選定委員審査用のために必要なものであるため、第一次審

査と重複する書類があることをご了承ください。 

 
（２）提出部数 

正本１部及び副本９部（副本及び第一次審査と重複する書類は複写可） 
ページ数：両面印刷、３０ページ（１５枚）以内 

 
（３）提出書類の受付 
①　提出期限 
　令和６年１１月１１日（月）　午後５時１５分まで 

　　（提出場所（提出先）及び提出方法は、５（３）（４）と同様。） 
 

 受付期間 回答

 
令和６年１０月３日（木）～１０月１５日（火）

令和６年１０月１８日（金）までに 
随時、市のホームページに掲載します。

 番号 書　類　名 様式等

 １ 受託者選定申請書 様式第１号

 ２ 当該法人の定款又は寄附行為の写し、規約その他これらに準ずる書類 任意様式

 
３

法人：登記事項証明書 
その他の団体：同証明書の記載事項に準じた事項を明らかにする書類

任意様式

 ４ 法人等の概要 様式第２号

 ５ 役員の氏名・住所等一覧表 様式第３号

 ６ 組織の運営体制に関する書類（組織図など） 任意様式

 ７ 企画提案書 様式第７号

 
８

放課後健全育成事業運営実績一覧表 
(放課後児童健全育成事業による児童クラブの運営実績を記載すること)

様式第８号

 ９ 見積書 任意様式
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（４）企画提案に関する質問の受付 
①　質問の受付 

②　質問の提出方法 
様式第６号の質問書に記入の上、ＦＡＸ又は電子メールに添付して生涯学習課に提出して

ください。 
※　ＦＡＸ又は電子メールの未到着を防ぐため、事前に送信の連絡・事後に着信の確認を

お願いします。 
※　件名は、「【質問】宮崎市児童クラブ運営業務委託」としてください。  

 
（５）提出書類の著作権 

　事業計画書等提出書類の著作権は、申請法人等に帰属します。 
ただし、市は、業務受託者による施設の運営内容の公表及びその他市長が必要と認める場

合、申請法人等の申請書類の一部又は全部を無償で使用でき、また、選定の結果の公表に必

要な範囲でその他申請書類の一部を無償で使用できるものとします。 
 
（６）提出書類の情報公開 
　　提出された書類は、宮崎市情報公開条例の適用を受ける場合があります。 

 
（７）提出書類の留意事項 
①　提出書類は、選定等のために必要な範囲内で複製を作成することがあります。 
②　用紙は、全て（添付する図表も含む）Ａ４判で統一してください。 
③　提出書類は、書類番号順にセットして、インデックス（書類名称が分かる見出し）を貼り、

ファイリングして提出してください。なお、ファイルには名称等の記載をしないでください。 
④　申請書等の提出期限は厳守してください。期限を過ぎた提出は一切受け付けません。 
⑤　申請書類の提出後、審査において必要な場合は、追加書類の提出や書類の補正を求めるこ

とがあります。 
 

７　審査及び選定に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（１）選定委員会の実施 
　　　選定委員会は、令和６年１１月中旬を予定しています（後日、日時や会場等を通知予定。）。 

なお、選定審査は非公開とします。 
 
（２）選定委員会による審査と受託候補者の選定 

選定委員会において、提出書類の審査、申請者による企画提案説明（プレゼンテーション）

及びヒアリングを実施して審査します。評価点が全項目において満点の６割以上、かつ、最

も高い申請者を提案評価第１位に選定し、受託候補者とします。 
なお、各「評価項目」の得点において、満点の４割未満であるものが１つでもあったとき

は、選定対象から除外となります。 

 受付期間 回答

 
令和６年１０月３日（木）～１０月３１日（木）

令和６年１１月６日（水）までに 
随時、市のホームページに掲載します。
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（３）選定結果等の通知及び公表 
　　受託候補者を選定後、申請者全員に郵送で通知します（令和６年１２月上旬予定。）。 
　　なお、選定結果に関する問合せ、異議の申立ては一切受け付けません。 

 
（４）受託候補者に選定された事業所は、宮崎市ホームページに、事業者名を公開します。 
 
（５）受託候補者に選定された事業者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、「４　

参加資格に関する事項」の要件を満たさなくなったとき又は不正と認められる行為をしたこ

とが判明した場合は、審査の結果、提案された内容が第２位に選定された事業者から繰り上

げて特定の相手方とし、契約締結に関する交渉を行います。 
 
（６）審査項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７）選定対象除外事項 

申請者が次のいずれかに該当する場合は、受託候補者の選定の対象から除外又は受託候補

者の決定を取り消します。 
また、受託候補者の選定を行った後に、次のいずれかに該当することが明らかになった場

合には、当該契約を取り消します。 
 

評価基準 傾斜 配点

1
業務の基本的な
考え方・方針

・児童クラブ運営に対する意欲
・法令遵守、守秘義務、個人情報保護、人権の尊重等への取組

3 12

・支援員等の人材確保、配置、バックアップ体制
・事務所、責任者、エリアマネージャー等の実施体制

5 20

・支援員等の処遇改善の取組
・支援員等の人材育成、研修計画

3 12

・児童が健康的に過ごせる環境に配慮した内容
・児童の気持ちを理解し信頼関係を築く取組

3 12

活動プログラム（遊び、学習等）の内容 5 20
障がいのある児童、特別な支援が必要な児童への対応 5 20
・学校や地域等と良好な関係を築き、連携を図るような運営形態
・保護者と連携した育成支援を行う取組

5 20

要望や苦情への対応方法 3 12

5 安全管理
・災害対応、事故防止、衛生管理への取組
・事故等が起きた時の対応方法

5 20

6 実施準備 受託者変更に伴う、引継ぎ体制などの準備（スケジュール等） 3 12
7 独自提案 サービス向上、事務効率化等、本業務に有効と思われる提案 3 12
8 業務実績 他の自治体における放課後児童健全育成事業の受託実績 3 12
9 財務状況 申請者の財務状況 3 12

10 提案価格
適正な積算に基づく見積額
（４×提案者中最低見積額÷見積額）
※小数点以下は切り捨て

1 4

評価項目

合計 200

2 業務体制

3 児童の育成支援

4
学校、保護者、
地域等の連携

提案内容
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①　提出書類の記載内容に虚偽があったとき。 
②　申請者若しくは申請者の代理人その他の関係者が、選定に関して不当な要求を行った場

合又は当該申請において、関係職員に対して、選定されるように個別に接触したとき。 
③　提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 
④　書類提出後に事業計画書の内容を変更した場合（ただし、やむを得ない変更であると市

長が認める場合は、この限りでない。）。 
⑤　その他当該プロポーザル実施に伴う申請等に関して、不正な行為があったと市長が認め

るとき。 
 
（８）申請の辞退 
　　申請を辞退する場合には、辞退届を提出してください様式第９号。 

 
（９）申請の費用 

申請に関して必要となる費用は申請者の負担とします。 
 

８　その他の特記事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（１）現在、児童クラブで勤務している者の継続雇用について、配慮することとします。 
 
（２）事業の継続が困難となった場合の措置 
①　受託者の責めに帰すべき事由による場合 

受託者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市は業務委託の

取消しをすることがあります。その場合、市に生じた損害は、受託者が賠償するものとしま

す。また、次期受託者が円滑に、かつ支障なく、児童クラブの業務を遂行できるよう、引継

ぎを行うものとします。 
②　当事者の責めに帰すことができない事由による場合 
　不可抗力等、市及び受託者双方の責めに帰すことのできない事由により業務の継続が困難

になった場合、事業継続の可否について協議するものとします。一定期間内に協議が整わな

い場合は、市は業務委託の取り消しをすることがあります。 
なお、次期受託者が円滑に、かつ支障なく、市の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うも

のとします。 
 

（３）契約書に定めのない事項が生じた場合の措置 
　　市と受託者は誠意をもって協議するものとします。 
 

９　問い合わせ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　宮崎市教育委員会生涯学習課　放課後子ども教育係（清武総合支所３階） 
　　電話：0985-85-1834　　　FAX：0985-85-0458 
　　E-mail：45syogai@city.miyazaki.miyazaki.jp


